
介護老人保健施設「杏の里」利用料金のご案内 

  施設サービス（ 入 所 ） 「個室(従来型)」 

○基準額（ 第４段階 の方 ）                                                        平成 21 年 4月 1日改定 

費   目 要介護１ 要介護２ 要介要３ 要介護４ 要介護５ 

介護保健施設サービス費＊  ７３４円  ７８３円  ８３６円  ８９０円  ９４３円 

食   費 １６５０円／１日当たり( 8：00朝食・10：00水分補給・12：00昼食・15：00おやつ・18：00夕食 ） 

居 住 費 １６４０円／１日当たり 

個室室料 ２１００円／１日当たり 

教養娯楽費 １００円／１日当たり 

日用品費 ２００円／１日当たり 

１ 日 合 計 ６４２４円 ６４７３円 ６５２６円 ６５８０円 ６６３３円 

１ヶ月(30 日) 合 計 １９２７２０円 １９４１９０円 １９５７８０円 １９７４００円 １９８９９０円 

＊:介護保険の自己負担額１割に換算してあります 

外泊(月６日限度)された場合、外泊初日と最終日以外は上記｢介護保健施設サービス費｣の利用料に代えて３６２円／日とします 
 

○個別加算料金：加算対象となった場合の 1日当たりの自己負担分(介護保険の自己負担額１割に換算してあります) 

費    目  １ 回 内    容 

初期加算 ３０円 入所した日から３０日間以内の期間限り算定 

栄養マネジメント加算 １４円 入所者ごとの栄養計画を作成し、その計画に基づき栄養管理を行った場合 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０円 入所後３ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合 

療養食加算 ２３円 疾病治療手段として医師の食事せんに基づく療養食を提供した場合 

経口移行加算 ２８円 経口移行計画により経管から経口摂取を進めるため栄養管理を行った場合 

経口維持加算（Ⅰ） ２８円 著しい摂食機能障害があり経口維持計画により栄養管理を行った場合 

経口維持加算（Ⅱ） ５円 摂食機能障害があり経口維持計画により栄養管理を行った場合 

口腔機能維持管理加算 (1 月当たり) ３０円 口腔ケア･マネジメントに係る計画を作成している場合（１月当たりの加算） 

緊急時治療管理 ５００円 病状が著しく変化し、緊急等その他やむを得ず医療行為を行った場合 

ターミナルケア加算 
２００円 ターミナルケア計画にてケアを行う場合（死亡日以前１５日～３０日以内） 

３１５円 ターミナルケア計画にてケアを行う場合（死亡日以前１４日以内） 

若年性認知症入所者受入加算 １２０円 若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めて受け入れを行った場合 

認知症情報提供加算 ３５０円 認知症の原因疾患に関する確定診断のために機関へ紹介した場合 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円 認知症介護実践リーダー研修修了者による専門的な認知症ケアを実施 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円 認知症介護指導者研修修了者による専門的な認知症ケアを実施 

退所前後訪問指導加算 
４６０円 入所中に退所予定の居宅又は施設に訪問し療養上の指導を行う（２回限度） 

４６０円 退所後３０日以内に居宅又は施設に訪問し療養上の指導を行う（１回限度） 

退所時指導加算 ４００円 退所時に居宅での療養上の指導を行う（３回限度） 

退所時情報提供加算 ５００円 居宅や他の社会福祉施設等へ退所後の主治医に情報提供を行う（１回限度） 

退所前連携加算 ５００円 退所に先立ち指定居宅介護支援事業者への情報提供、連携、調整（１回限度） 

夜勤職員配置加算 ２４円 夜勤を行う職員の数が入所者数２０又はその端数を増すごとに１以上配置 

在宅復帰支援機能加算（Ⅰ） １５円 退所した者の総数のうち在宅復帰者の割合が５０％以上 

在宅復帰支援機能加算（Ⅱ） ５円 退所した者の総数のうち在宅復帰者の割合が３０％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １２円 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６円 看護･介護職員総数のうち常勤職員の占める割合が７５％以上 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６円 サ－ビス提供する職員総数のうち勤続３年以上の占める割合が３０％以上 

○その他料金 理美容代（カットのみ） ２５００円  １回 


